
事 務 連 絡 
令和７年 10 月 17 日 

 
 

各都道府県  
自立支援医療（更生医療）担当課（室） 御中 

 
 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 
障害保健福祉部精神・障害保健課 

 
 

会計検査院からの是正及び是正改善の処置要求等について 
 
 

今般、自立支援医療と医療保険の特定疾病制度の併用者に係る障害者医療費

国庫負担金の算定について、会計検査院より会計検査院法第３４条及び第３６

条の規定により、是正及び是正改善の処置要求等があり、会計検査院長から厚

生労働大臣に対して、別添のとおり送付がありましたので、情報提供いたしま

す。なお、是正及び是正改善の処置要求等に関する具体的な対応等について

は、改めて通知の発出等を行う予定ですが、過大となっている国庫負担金は返

還等の措置を講ずることとなりますので、該当する府県においては実施主体等

と調整し、適宜対応を進めてください。 
また、各都道府県担当者におかれましては、更生医療の実施主体である管内

市町村に対し、本事務連絡の内容について情報提供いただきますようお願いい

たします。 
 

MYPEO
テキスト ボックス
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